
「下請代金法講習会と弁護士無料相談会」 の開催について
下請代金支払遅延等防止法（以下「下請代金法」という。）は、下請取引における親事業者の義務と禁止事項を
定めており、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益の保護を図ることを目的としています。 
今般、より多くの企業の方々に下請代金法を学んでいただくため、 下請代金法講習会を開催いたします。 
また、併せて、弁護士による取引のトラブルに関する無料相談会を開催いたします。（事前予約制） 
この機会に是非参加下さい。

セミナー内容

１ 　開催スケジュール　 
　   日時：２０１０年１月２０日（水）
　　　　　１３：００～  

　　 場所：糸満市商工会
　　（糸満市字糸満2075番地）

２ 　受講対象者　 
　   発注企業（大企業及び中小企業の親事業者） 
　   及び受注企業（下請事業者）の経営者層 

３ 　定　　員 
　  １０ ～２０名程度 

４ 　下請代金法講習会（２時間）の講義内容 
　  ①下請代金法の概要・法令解釈 
　  ②下請代金法の運用状況 
　  ③その他下請適正取引に関する情報 
　  ④質疑応答 

５ 　取引に関する弁護士無料相談会 
（１社あたり３０分を目処に４社まで）

６ 　費　　用 
　   下請代金法講習会及び相談会の 

　   参加費は 無料（テキスト代含む）

●応募者が定員に達した場合、セミナー参加をお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。なお、お断り

 する場合には、５日前までに御連絡いたします。

●弁護士無料相談会の定員は、各会場４組までとなっております。希望者多数の場合は先着順にて締め切らせていただきますので、

 あらかじめご了承ください。

●申込に関するお問い合わせは、上記の運営事務局までお願いいたします。

●ご提供いただきました個人情報は、本セミナーの運営上必要な用途以外には、使用いたしません。
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 □ 希望する
※いずれかの項目にチェックしてください。

取引に関する弁護士無料相談を * □ 希望しない

アスタリスク（*）のついた項目は必ず記入してください。

平成２１年度中小企業庁委託事業 

お申し込みは以下のURL または下記の参加申込書にて受け付けております。

http://www.the-convention.co.jp/junkai-seminar/
お問合せ：平成 21 年度「地域巡回セミナー」事務局
 　〒107-0061　東京都港区北青山 2-7-9　日昭ビル 6階
 　株式会社ザ・コンベンション内
 　TEL:03-3423-4180　FAX:03-3423-4108
 　E-mail：junkai-seminar@the-convention.co.jp
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糸満市・豊見城市・南風原町商工会


